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要  旨 

 

原告 第３７準備書面（その 1） 【仇返し】 

 

はじめに   

１ たった一人の決断が地獄への道行だった。それは、ある時、東京

電力本店で行われた「御前会議（福島第一原発の津波対策の先送り）」

の決断だった。東京電力はこの時、新潟県の柏崎刈羽原発が、中越沖

地震の影響で、すべての原発の運転を停止していた。この復旧工事の

費用と、運転停止に伴う収入減と合わせて、大幅な赤字経営に陥って

いた。  

 平成 22 年のある日、福島第一原発の土堂広一副所長が、双葉町役場

の町長応接室で、双葉町長と対面していた。話題は第一原発の地震対

策について（この時、津波について決して言葉にせず）、地震対策工

事に着手する時期については、柏崎刈羽原発の改修が終わり、運転再

開し、債務超過を回復した後になるということを話題にしていた。双

葉町長はこの時、本店の「御前会議」の内容など全く知らされておら

ず、土堂副所長の話をきくだけだった。 

 

２ 双葉町にはこの時、福島県から示された平成 17 年度「福島県沿岸

市町津波避難計画策定の手引き」を基に、双葉町の津波避難計画の素

案（甲ロ第 112 号証）が、平成 19 年に資源エネルギー庁の委託で㈶電

源地域振興センターが請け負い、平成２０年３月に双葉町津波防災計

画策定基礎調査報告書が作られていた。 

 この報告書に目を通していた双葉町長は、中央防災会議の「長期評

価」の内容とか、東電設計が報告した、福島第一原発に波高 OP＋15.7

ⅿの津波予測など全く知らなかった。知っていたのは、福島県が示し

た津波避難計画策定の手引きに記されていた双葉町の最大波高の OP＋
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3.8ｍだったので、土堂副所長が OP＋15.7ⅿの波高を知りながら、地震

対策のみの話題にしていたことは、双葉町長辞任後まで知らなかった。 

 たった一人の決断について、本店の「御前会議」で示された「津波

対策は不可避」という上申を、勝俣恒久社長が下した「対策工事は不

可」という決断と、東電の「柏崎刈羽原発復旧工事優先」という誤導

により、たった一人の双葉町長の判断が日本の命運を変えてしまった。 

 たった一人、それぞれの二つの判断には、OP＋15.7ｍの波高を知り

ながら津波対策を指示しなかった一人と、「OP＋15.7ⅿ波高の不告知」

により津波対策を求められなかった一人とは、正と負の対立関係にあ

る。 

 

３ この二人の対立を知りながら、規制を行わなかった規制主務省庁

の経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院が加わり、本件事

故後は二（被告国・同東電）対一（原告）となり、前期（本件事故前

を「前期」という。）に執り行った行為（防災訓練等）、約束（事故

対応の法・マニュアル等）を、事故発生時（平成 23 年３月１１日から

同年１２月３１日までを初期と呼ぶ。尚、平成２４年１月１日から現

在までを中期と考えている。）には原告ら（発電所周辺自治体 6 町）

を、優越的地位を悪用し、事故対応体制から合意・委任の手続きもせ

ずに、勝手に排除するという破廉恥で、「卑怯極まりない不作為」を

初期からから今日までに至っている。 

 特に被告国は、前期の法律に定められていた、原子力災害から国民（以降、

発電所周辺監視区域外の双葉町民を「国民」という。）の生命、身体及び財産

を守れという定めを葬り、挙句に原子力事故被ばく被害回避の最高の手段であ

る、放射性物質から離れる必要性を世論操作で、100 ミリシーベルト以下は発症

しないと「国民」を騙して（甲ロ第 113 号証）、避難をさせなかった規制主務

省庁の責任を、国際機関という美名のウソの策文で国民を騙し、甚大な被害を

国民自身の「自助」に責任を転嫁している。 

４ このような、明確な責任を不問にさせているのは、津波対策をしても事故

は防げなかったという、最高裁判所の裁判官らの「国民」を愚弄した判決であ

る。 
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 当準備書面は、「その 1」として、被告国第２６準備書面への反論の根拠を示

すことを本旨とし、「その２」に反論の本体を述べることとする。 

 「その１」の表題を「仇返し」としたことは、「庇を貸して母屋を取られる」

の例えと同意であり、福島第一原子力発電所の５・６号機が立地している場所

は、双葉町行政の管轄下に在り、被告東電に利益をもたらした恩義があるのに、

この恩を、原発事故の随伴事象によって、双葉町災害対策本部の管轄権・順法

義務を「空疎にして怨念」に変えてしまったことを表現している。 

（２）甘利明経産大臣の新聞広告  （甲ハ第 190 号証） 

 ≪以下は、2007 年３月 29 日朝日新聞広告記事≫ 

 

 上記は、異例で経済産業大臣が自ら名乗り、総点検の 4 つのねらいとして、

「過去の不正を清算、不正を許さない仕組み、事故・トラブルの情報を共有、安

全確保を大前提に」というスローガンが示されていて、「世界で一番安全安心な

原子力立国を目指します。」と、過去の不正を反省し、世界で一番安全安心な原

子力立国になると宣言している。 
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 ので、ウソは通用しない。 

３）枝野幸男官房長官のつぶやき  （甲ハ第 191 号証） 

≪下記は、2011 年 8 月２5 日 朝日新聞夕刊より≫ 

 

上記の記事を抜き出すと［枝野氏は「大規模な津波の到来の可能性を東電は 2008

年に認識しており、十分に対応する時間的余裕があった」と指摘。東電から報告

を受けながら公表しなかった保安院についても「（政府の事故調査・検証委員会

が）調査しなければ出てこなかったというのも遺憾だ」として、対応を批判した。］

と記されている。 

 と、動かしがたいことが記されている。 
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前頁下段では、経産相 直嶋は「そうしようか」と述べ、「津

波抜き」に同意した。ここで本件事故の不作為が確定
した。 

 と、直嶋経産大臣が津波隠しの最終責任であることを示している。 

（８）被告東電の津波安全宣言 

ア 津波に対する安全性について  （甲イ第 56 号証） 
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一番おかしいのは、仮想塩屋崎沖地震動と貞観の地震動の動線が、相似であるこ

とが不思議である。地震の発生場所は特定できないのであるから、貞観地震の動

線と、塩屋崎沖地震の動線②③が相似することは、この図に信頼性はないことを

自ら示していると判断できるので、この（コメント回答）をウソの証拠として扱
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うことにする。 
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 と、貞観地震・津波を語っているので、知らなかったは虚偽である。 

 

 

  

 と、ここでドラオサイトが存在していないことを証明している。 
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 ということは、被告東電が「知らなかったという『想定外』の言い逃れ」は、

虚偽の申告になり世間を騙した。原告はこれを認めていない。 
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 被告らのウソを見事に暴いたこの資料に、被告らの反論はないはずである。左図は被

告らが主張していた想定津波だが、右図は本件事故の津波の事実を示しているのに、反

論はないはずである。 
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 ここでも、「止める」「冷やす」「閉じ込める」が完全なので、本件事故が起

きるはずがなかった。しかし、事故が起きたのだから責任は完璧に被告東電にあ

ることは明確である。 
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上記の東北電力女川原発は震源地に近く、津波の大きさが東電第一よりも巨大

だった女川原発は、津波対策をしていたので事故に至らなかったと説明されて

いる。 

 津波対策をしないように企んだ東電第一は、もの見事に津波に襲われて、大

事な財産の発電所を壊してしまった。津波対策を実施させなかった経営者らの

責任は天文学的な大きさで、損害額も史上に例をみないほど多きいものと感心

を持っている。 

 本件事故は、被告東電・被告国のウソを自然が証明した事件であるとことを、

女川原発が明らかにしてくれた。 
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※ 止めるー設計どおり原子炉が自動停止 

※ 冷やすー冷却機能を確保 

※ 閉じ込めるー放射性物質を閉じ込める 

 上記の３つの機能が正確に作動して、原子炉は無事冷温停止した。 

これは、正直者の勝利であり、一方、被告東電は、ウソ・偽りの敗者である。

この敗者の犠牲に、原告ら発電所周辺の住民がされることは全くない。 

 

まとめ 

 東北地方太平洋沖地震による災害の起源は、中央防災会議の形骸化による、

任務懈怠で被害が甚大化した。随伴事象で東京電力株式会社福島第一原子力発

電所に長期評価で示されていた大津波が襲い、なす術もなく壊れた。 

 当準備書面は、被告国の第 26 準備書面に反論するもので、（その 1）と（そ
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の 2）の 2 部に分けて、本準備書面は（その 1）として、事故に至る経緯を中心

に述べたものである。 

 原告は事故発生当時、双葉町長をしており、災害発生時には双葉町災害対策

本部長として、町民の生命、身体及び財産を保護することが、災害対策基本法

並びに双葉町地域防災計画及び同原子力災害対策計画に定められていた。この

取り決めに原子力災害対策特別措置法が加わり、同法に基づき「原子力災害緊

急事態宣言」が発出されて、現在に至っている。 

 被告第 26 準備書面は、原告側の専門家の「善意の国民」の提言に批判・反論

を述べているが、被告国の事故前の足跡をたどり、被告国に批判できるだけの

実績があるのかを質さなければならないので、様々な角度から代表する資料を

提示して、被告の批判に正当性はありませんよという説明を、原告自身が統括

して第３７準備書面（その 1）に提示したものである。 

 

 


